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ネットワーク中立性に関する論点
◆ 理想・理念の観点

◼ 「表現の自由」を守るためには情報が選別されないことが重要

◼ イノベーションや技術革新のためには自由な競争環境の提供が必要

◆ 制度・政策の観点

◼ (特にUSにおいては)通信事業者は自然に寡占状態に陥りがちであるという認識

◼ 通信事業者やISPにおいてはデータに優劣をつけないことが必須

◆ 事業・競争の観点

◼ 新たなサービスを自由に展開できる環境の維持

◼ 新たなサービスの展開のための水平分散型モデルへの期待

◼ 上位サービスの提供者による通信インフラ構築・整備への「ただ乗り」の容認

◆ 技術・実装の観点

◼ 技術的・コストの観点から無限にネットワーク容量を用意することは不可能

◼ バーストトラフィックによる輻輳の発生と通信制限による輻輳の軽減

◼ 通信制限を適用するためのルールの明確化と
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「ネットワーク中立性」
◆「すべてのデータは公平に取り扱わらなければならない」

◆データを公平に取り扱うという場合の「公平」とは?

◼一部のユーザが大量に帯域を消費する

◼一部のコンテンツが大量に帯域を消費する

◆誰による、何に関する、何のための公平性

◼情報の自由な流通を支えるインフラ

◼インフラを支えるためのコストの適切な負担

◼ユニバーサル・サービス的なインフラの提供

◆事業者において強者(規制対象) と弱者(擁護対象)は誰か
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制限することが公平か？
制限しないことが公平か？



日本におけるネットワーク中立性の動向
2004年～2006年 「ネットワークインフラただ乗り論争」

2006年～2007年 「ネットワークの中立性に関する懇談会」

① 消費者がネットワーク（IP網）を柔軟に利用して、コンテンツ・アプリケーション・レイヤーに自由にアク
セス可能であること

② 消費者が技術基準に合致した端末をネットワーク（IP網）に自由に接続し、端末間の通信を柔軟に
行うことが可能であること

③ 消費者が通信レイヤーおよびプラットフォームレイヤーを適正な対価で公平に利用可能であること

2008年5月 「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」

以降、日本においては「ネットワーク中立性」の議論は沈静化

「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」の改定(2010年6月、2012年3月)

2015年7月 「ゼロレーティング」開始

2016年6月 「公平性制御」開始
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総務省における動き 2018年8月
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ネットワーク中立性
に関する研究会

特別委員会

電気通信事業政策部会

電気通信事業分野における
競争ルール等の包括的検証

基盤整備

ネットワークビジョン

【情報通信審議会】

【ＩＣＴサービス安心・安全研究会】

消費者保護ルールの検証

に関するＷＧ

【新設研究会】

※ Ｈ２７改正の３年後見直しを含む
• ネットワーク利用及びコスト負担の
公平性や、透明性確保の在り方
等

連携

プラットフォームサービス
に関する研究会

• プラットフォーム事業者による利
用者情報の適切な取扱いの確保
の在り方 等

モバイル市場の競争環境に
関する研究会

• ＭＶＮＯの一層の促進等、競争促
進を通じたサービス多様化、料金
低廉化の方策 等

• ２０３０年頃を見据えたネットワー
ク・トポロジーを踏まえた競争ルー
ル等の在り方

• 電気通信サービスの多様化・複雑
化や消費者トラブルの現状を踏ま
えた消費者保護の在り方 等

• ネットワーク・ビジョンを踏まえた
ユニバーサルサービス制度等の
在り方 等

情報通信審議会 電気通信事業政策部会
電気通信事業分野における競争ルール等
の包括的検証に関する特別委員会



総務省における動き 2019年6月
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電気通信事業分野における競争ルール等
の包括的検証に関する特別委員会

中間報告公開済

中間報告公開済

中間報告(案)公開済

中間報告公開済
中間報告公開済



総務省における動き 2019年7月
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【情報通信審議会】

連携

ネットワーク
中立性に

関する研究会

消費者保護ルールの
検証に関するＷＧ

プラットフォームサー
ビスに関する研究会

モバイル市場の競争
環境に関する研究会

基盤整備等の在り方
検討ＷＧ（仮称）

次世代競争ルール
検討ＷＧ（仮称）

グローバル課題
検討ＷＧ（仮称）

通信ネットワークにおけるグロー
バル化・仮想化等の構造変化を
踏まえたルールの方向性 等

他者設備の利用の在り方、市場
の融合に対応した競争ルール
の方向性 等

ユニバーサルサービス制度を含
めた基盤整備等に関する政策
の在り方 等

連携

特別委員会

電気通信事業政策部会

電気通信事業分野における
競争ルール等の包括的検証

※ 情報通信審議会IPネットワーク設備委員会とも連携※接続料の算定に関する研究会とも連携

ネットワークビジョン・基盤整備について
一定の方向性を取りまとめ

専門的・集中的な検討のためのＷＧを設置

情報通信審議会 電気通信事業政策部会
電気通信事業分野における競争ルール等
の包括的検証に関する特別委員会



「ネットワーク中立性」の確保
◆誰もが自由に活動できる共通基盤として、引き続きインター

ネットの「オープン性」を維持するには、ネットワーク中立性の確
保が重要

◆具体的には、ネットワーク中立性に関する基本的ルールについ
て、「インターネットの利用に関する利用者の権利」として明確
に位置付け

◼「利用者」とは消費者だけでなく、事業者も含む

◆電気通信事業者等の関係者は、この「利用者の権利」につい
て、十分に尊重して対応していくことが期待される
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インターネットの利用に関する利用者の権利
1. 利用者がインターネットを柔軟に利用して、コンテンツ・アプリ

ケーションに自由にアクセス・利用可能であること

2. 利用者が他の利用者に対し自由にコンテンツ・アプリケーショ
ンを提供可能であること

3. 利用者が技術基準に合致した端末をインターネットに自由に
接続・利用可能であること

4. 利用者が通信及びプラットフォームサービスを適正な対価で公
平に利用可能であること
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ネットワーク中立性に関わる取組
◆以下の5点を基本的視点として具体的なルールについて検討

1. ネットワークの利用の公平性の確保

2. ネットワークのコスト負担の公平性の確保

3. 十分な情報に基づく消費者の選択の実現

4. 健全な競争環境（支配的事業者によるレイヤーを越えた不当な影
響力の行使の防止を含む）の整備を通じた電気通信サービスの確
実かつ安定的な提供の確保

5. イノベーションや持続的なネットワーク投資の促進
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ネットワーク中立性に関わるルールの整備
◆3点の「ルール」

1. 一部のトラヒックの通信帯域を制限する「帯域制御」
⚫ 「公平制御」等の柔軟な対応を認める方向で、ガイドラインを改訂し、利用者への周知も充実

⇒2019年内を目途に改訂

2. 一部のトラヒックを優先的に取り扱う「優先制御」
⚫技術的条件、コスト負担等の観点から、幅広い関係者で検討

⇒議論の場を設置

3. 一部のトラヒックを使用データ通信量にカウントしない「ゼロレーティング」や「ス
ポンサードデータ」
⚫費用負担の公平性やコンテンツ事業者間の競争に留意しつつ、総務省にて解釈指針を取り

まとめ
⇒年内を目途に指針とりまとめ
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中立性確保のための「仕組み」の構築
◆ネットワークへの持続的投資の確保

◼ トラヒックの「見える化」に向けて実態の把握(総量だけでなく地域・事業者間の
偏在)・電気通信事業者による情報開示の促進

◼ひっ迫対策の促進

◼都市部一極集中のネットワーク構成・トラヒック交換の見直しにむけて、地域型IX
やCDNの分散配置等を促進(予算・税制による支援を検討）

◆モニタリング体制の整備

◼必要な規律については共同規制アプローチ
⚫電気通信事業法による規律を前提、マルチステークホルダーによるガイドライン策定、行政が

遵守状況を監視・対処

◼実効性を確保するためのモニタリング体制の整備
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ネットワーク中立性に関わるルールの整備(1)
１．一部のトラヒックの通信帯域を制限する「帯域制御」

◼ 「公平制御」等の柔軟な対応を認める方向で、ガイドラインを改訂し、利用者への周知も充実

◼ 2019年内を目途に改訂

◆ 2019年5月20日 帯域制御ガイドラインの見直しに着手

◼ 事業者アンケート実施済

◆ 今後の予定

◼ ガイドラインの改定案作成

◼ 意見募集後に改訂

◆ トピック

◼ 対P2Pを目的として始まった帯域制御を広くダウンロードも対象に

◼ 一般利用者への通知に関して

◼ 帯域制御に必要となるトラフィックデータ収集について
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ネットワーク中立性に関わるルールの整備(2)
2. 一部のトラヒックを優先的に取り扱う「優先制御」

◼技術的条件、コスト負担等の観点から、幅広い関係者で検討

◼議論の場を設置

◆未着手(？)

◆トピック

◼これまでも0ABJ電話や一部IP電話はIP網上で優先転送

◼新たに優先的に取り扱うべき通信とは？自動運転？遠隔医療

◼優先とは帯域確保？高品質？低遅延？

◼コスト負担をどうするか？ベストエフォートとの配分をどうするか？
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ネットワーク中立性に関わるルールの整備(3)
3. 一部のトラヒックを使用データ通信量にカウントしない「ゼロレーティング」や「スポン
サードデータ」

◼ 費用負担の公平性やコンテンツ事業者間の競争に留意しつつ、総務省にて解釈指針を取りまと
め

◼ 年内を目途に指針とりまとめ

◆2019年7月8日 ゼロレーティングサービスに関するルール検討ワーキンググループ
（第1回）

◆トピック
◼ 利用者への通知

◼ データの正確性
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ゼロレーティングサービスに関するルール検討ワーキンググループ
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ゼロレーティングサービスに関するルール検討ワーキンググループ
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ゼロレーティングサービスに関するルール検討ワーキンググループ
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ゼロレーティングサービスに関するルール検討ワーキンググループ
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中立性確保のための「仕組み」の構築(1)
◆ネットワークへの持続的投資の確保

◼ トラヒックの「見える化」に向けて実態の把握(総量だけでなく地域・事業者間の
偏在)・電気通信事業者による情報開示の促進

◼ひっ迫対策の促進

◼都市部一極集中のネットワーク構成・トラヒック交換の見直しにむけて、地域型IX
やCDNの分散配置等を促進(予算・税制による支援を検討）
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次のセッション「地域IX・ネットワークを考える」へ



中立性確保のための「仕組み」の構築(2)
◆モニタリング体制の整備

◼必要な規律については共同規制アプローチ
⚫電気通信事業法による規律を前提、マルチステークホルダーによるガイドライン策定、行政が

遵守状況を監視・対処

◼実効性を確保するためのモニタリング体制の整備

◆トピック

◼ 「規律」とは「ネットワーク中立性に関わる3ルール」のことか？

◼マルチステークホルダーによるガイドラインの策定プロセス

◼モニタリングする内容とは
⚫ルールの遵守状況？

⚫ネットワークの状況？
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